令和８年度ＥＶ充電設備啓発事業に係る業務要求仕様書
１　事業趣旨

脱炭素社会の実現に向けては、化石燃料を使用する自動車に依存しない生活や社会・経済活動に転換していかなければならない。そのためには、電気自動車（ＥＶ）をはじめとする次世代自動車とＥＶ充電設備の普及を同時に図っていく必要がある。

充電設備については、自宅等で充電を行う基礎充電の中でも、特に既築マンションにおいて、設置費用の負担や運用面（充電課金）で住民の合意形成が課題となるため、戸建て住宅に比べて設置のハードルが高い。
本事業では、国補助等の情報発信に加えて、ＥＶ充電設備導入に関する基本的な知識と実行能力を高めるとともに、住民への適切な情報提供の窓口となるようマンション管理組合・管理会社等を対象としたセミナー等を開催する。

また、簡易な相談・助言を希望するマンション管理組合等に対して、アドバイザーの派遣や合意形成支援を実施し、ＥＶ充電設備の導入を後押しする。
２　履行期間
契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで
３　業務内容

1 　マンション管理組合等への充電設備設置啓発の実施
本市が指定するマンション管理組合（約１，１３０件）及びマンション管理会社（約１７０件）の合計約１，３００件を対象に充電設備設置の啓発を実施する。啓発にあたっては、本市が作成したＨＰ（京都市ＥＶ 充電設備ポータルサイト）の案内や、補助金の概要、申請方法等の資料を作成し配布する。
また、充電設備の基礎知識と国補助制度の説明に関する動画を作成し、ＨＰへの掲出などにより周知啓発を行う。
2 　マンション管理会社、設計コンサル等向けのセミナー（計２回）
マンション管理会社等を対象にＥＶ充電設備の導入への関心・理解を高めるためのセミナーを開催する。セミナーの開催方法は、オンライン配信及び会場参加（必要があれば）併用とする。（セミナーに参加できなかった方向けに、オンライン配信を録画し、YouTube等において発信する。）
また、マンション管理会社に加え、設計コンサル等にもアプローチすることで、マンション大規模修繕時等における充電設備の設置促進を図る。
3 　ＥＶ展示イベントにおける啓発（計２回）
市民向けのＥＶ展示会に併せて充電設備や国補助等の紹介を行い、充電設備に実際に触れてもらい、設置事例を知っていただくことで充電設備設置に対する啓発を行う。
なお、他事業者が実施する展示会と協賛しても構わない。
4 　アドバイザー派遣業務
実際に現地を訪問しての説明を希望するマンション管理組合等を対象に、ＥＶ充電設備の導入に向けた助言等を行うアドバイザーを派遣（５回程度）し、伴走型の導入支援を実施する。

また、マンション管理会社、設計コンサルなどからの個別セミナーや勉強会などの依頼があった場合、講師を派遣する。
5 　マンション管理組合等での合意形成支援業務
充電設備の設置を検討しているマンション管理組合等を対象に、住民へのアンケートや現地調査を行い、管理組合内で議論するための提案書を作成する（３回程度）。
※各業務に必要となる資料の作成、印刷、交通費等の一切は本業務に含む。

４　事業スケジュール
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スケジュールの目安は次のとおりである。
５　成果物

履行期間の間に以下の成果物を提出するものとする。
原紙を１部提出することとし、電子データをＣＤ-Ｒに記録して納品すること。電子ファイルの形式は、ワード・エクセル・PDF・JPEGとし、その他のファイル形式を用いる場合は、本市との協議のうえ決定すること。その他必要となる成果物等は、別途協議により決定する。
1 　業務完了報告書
2 　マンション管理組合等への充電設備設置啓発の実施記録
　啓発に使用した資料や動画データ等
3 　マンション管理会社、設計コンサル向けのセミナーの実施記録
　セミナーに使用した資料等
4 　ＥＶ展示イベントにおける啓発の実施記録
5 　アドバイザー派遣業務記録
　　　　説明用資料、協議記録やヒアリング内容をまとめた資料等

6 合意形成支援業務記録
説明用資料、アンケート結果、現地調査資料、提案書等
7 本市との協議録
６　留意事項

1 本業務で知り得た業務上の秘密に係る事項について漏洩してはならない。本業務の完了後も同様とし、本市が提供した資料及びデータ等については、他への流用を一切禁止する。また、本業務が終了した時点で速やかに返却又は抹消すること。
2 実施内容、体制については受託提案書に基づき、本市との協議のうえ決定すること。
3 本市担当職員との連絡を密にして業務に当たること。
4 業務の進捗状況については、本市担当職員と協議し、その指示に従うこと。
5 作成した成果物（オンライン配信・録画データ等）に関する一切の権利は本市に帰属する。
6 本仕様書に疑義が生じた場合は、本市担当職員と協議すること。
1

